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お茶と宇治のまち歴史公園条例を制定するについて  

 

お茶と宇治のまち歴史公園条例を、次のとおり制定するものとす

る。  

 

令和３年２月２２日提出  

 

宇治市長  松  村  淳  子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



宇治市条例第    号 

   お茶と宇治のまち歴史公園条例 

 （目的及び設置） 

第１条  国史跡宇治川太閤堤跡を保存し、及び活用するとともに、

宇治の歴史、文化及び宇治茶への理解を深め、もつて観光及び地

域の振興に寄与するため、お茶と宇治のまち歴史公園（以下「歴

史公園」という。）を宇治市 道丸山２０３番地の１に設置する

。  

 （事業） 

第２条  歴史公園は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げ

る事業を行う。  

 ⑴  国史跡宇治川太閤堤跡の保存及び活用に関する事業  

 ⑵  宇治の歴史、文化及び観光に係る情報発信に関する事業  

 ⑶  宇治茶の魅力発信に関する事業  

 ⑷  歴史公園の使用に関する事業  

 ⑸  前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業  

（行為の許可） 

第３条  歴史公園において次の各号のいずれかの行為をしようとす

る者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければ

ならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様と

する。  

⑴  物品を販売し、又は頒布すること。 

⑵  募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。 

⑶  競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを

すること。 

⑷  別表第１から別表第３までに掲げる施設、附属設備等（以下

「施設等」という。）を使用すること。 

⑸  別表第４に掲げる行為をすること。 

⑹  前各号に掲げるもののほか、市長が許可が必要であると認め

る行為 



２  市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可を

与えないことができる。  

  ⑴  公の秩序、善良な風俗又は公益を害するおそれがあると認め

られる場合  

⑵  施設等を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認め

られる場合  

⑶  歴史公園の管理上支障があると認められる場合  

３  市長は、第１項の許可に歴史公園の管理上必要な条件を付する

ことができる。  

 （行為の禁止） 

第４条  歴史公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはなら

ない。ただし、歴史公園の管理上必要がある場合は、この限りで

ない。  

 ⑴  歴史公園の土地又は物件を損傷し、又は汚損すること。 

⑵  土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。  

⑶  竹木を伐採し、又は植物を採取すること。  

⑷  動物を捕獲し、又は殺傷すること。  

⑸ 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物又は廃物を捨

て、又は放置すること。 

⑹  指定された立入禁止区域内に立ち入ること。  

⑺  指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は留め置く

こと。  

⑻ 前各号に掲げるもののほか、歴史公園の管理上支障があると

認められる行為  

（入園の制限）   

第５条  市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、

歴史公園への入園を拒み、又は歴史公園からの退去を命ずること

ができる。   

⑴ 第３条第２項各号のいずれかに該当すると認める場合  

⑵  この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又は市長若し



くはその命を受けた者の指示に従わない場合  

（使用の禁止又は制限） 

第６条  市長は、災害その他の理由により歴史公園の使用が危険で

あると認める場合は、その区域を定めて使用を禁止し、又は制限

することができる。  

 （監督処分） 

第７条  市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第３

条第１項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条

件を変更し、又は行為の中止若しくは歴史公園からの退去を命ず

ることができる。  

⑴ この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に

基づく処分に違反した者  

⑵ 第３条第３項の規定により許可に付せられた条件に違反した

者  

⑶  偽りその他不正な手段により第３条第１項の許可を受けた者  

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第３

条第１項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）に対し、

前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる

。  

⑴  歴史公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合     

⑵ 歴史公園の保全又は公衆の歴史公園の使用に著しい支障が生

じた場合                                                                       

⑶  前２号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じ

た場合  

 （使用料） 

第８条  第３条第１項第４号及び第５号に掲げる行為の許可を受け

た者は、別表第１から別表第４までに定める額の使用料（以下「

使用料」という。）を納付しなければならない。  

２  使用料は、市長が定める期日までに納付しなければならない。  

 （使用料の減免） 



第９条  市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し

、又は免除することができる。  

 （使用料の還付） 

第１０条  既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要

があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができ

る。  

 （使用権の譲渡等の禁止） 

第１１条  使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはな

らない。  

（原状回復の義務） 

第１２条  使用者は、施設等の使用を終了したとき、又は第７条の

規定により第３条第１項の許可を取り消され、若しくは行為の中

止若しくは歴史公園からの退去を命ぜられたときは、使用した施

設等を直ちに原状に回復しなければならない。  

（損害の賠償） 

第１３条  歴史公園を使用する者は、その責めに帰すべき理由によ

り施設等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、これによつて

生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該汚

損、破損又は滅失がやむを得ない理由によるものであると認める

ときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。  

（指定管理者による管理等） 

第１４条  市長は、歴史公園の管理を行わせるため、地方自治法（

昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

同項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）を指

定することができる。 

２  指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他

市長の定めるところに従い、歴史公園の管理を行わなければなら

ない。  

３  指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。  

 ⑴  第２条各号に掲げる事業の実施に関する業務  



 ⑵  第３条第１項の許可に関する業務  

  ⑶  歴史公園の施設等の維持及び管理に関する業務   

 ⑷  前３号に掲げるもののほか、市長が定める業務  

４  第１項の規定により指定管理者に歴史公園の管理を行わせる場

合における第３条及び第５条から第７条までの規定の適用につい

ては、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とす

る。 

（利用料金） 

第１５条  前条第１項の規定により指定管理者に歴史公園の管理を

行わせる場合において、市長は、地方自治法第２４４条の２第８

項の規定により、指定管理者にその使用に係る料金（以下「利用

料金」という。）を当該指定管理者の収入として収受させること

ができる。  

２  前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させ

る場合において、第３条第１項第４号及び第５号に掲げる行為の

許可を受けた者は、利用料金を指定管理者に納付しなければなら

ない。  

３  利用料金の額は、別表第１から別表第４までに定める額を超え

ない範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者

は、あらかじめ利用料金の額について市長の承認を受けなければ

ならない。その額を変更するときも、同様とする。  

４  指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金

を減額し、又は免除することができる。  

５  既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、市長

が別に定める場合に限り、その全部又は一部を返還することがで

きる。  

（委任） 

第１６条  この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。  

   附  則  

（施行期日） 



１  この条例は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内にお

いて規則で定める日から施行する。ただし、第１４条第１項及び

次項の規定は、公布の日から施行する。  

 （準備行為） 

２  指定管理者の指定等に関し必要な行為は、この条例の施行前に

おいても行うことができる。  



別表第１（第３条、第８条、第１５条関係） 

区分 単位 金額 

お茶と宇治の

まち交流館 

ミュージアム 大人 １人１回 ６００円  

子ども １人１回 ３００円  

備考  「子ども」とは、６歳に達する日の翌日以後の最初の４月１日から１５歳に達する日以後の最初

の３月３１日までの間にある者をいい、「大人」とは、１５歳に達する日の翌日以後の最初の４月１

日以後にある者をいう。  

別表第２（第３条、第８条、第１５条関係） 

区分 単位 金額 

お茶と宇治

のまち交流

館 

専

用

使

用 

講座・

会議室 

Ａ 午前 午前９時から正午まで ３，７００円  

午後 午後１時から午後５時まで ４，９００円  

夜間 午後６時から午後１０時まで ５，２００円  

午前・午後 午前９時から午後５時まで  ８，６００円  

午後・夜間 午後１時から午後１０時まで  １０，１００円  

全日 午前９時から午後１０時まで  １３，８００円  

Ｂ 午前 午前９時から正午まで ２，４００円  

午後 午後１時から午後５時まで ３，２００円  

夜間 午後６時から午後１０時まで ３，４００円  



午前・午後 午前９時から午後５時まで  ５，６００円  

午後・夜間 午後１時から午後１０時まで  ６，６００円  

全日 午前９時から午後１０時まで  ９，０００円  

体験室 １ 午前 午前９時から正午まで １，９００円  

午後 午後１時から午後５時まで ２，６００円  

夜間 午後６時から午後１０時まで ２，８００円  

午前・午後 午前９時から午後５時まで  ４，５００円  

午後・夜間 午後１時から午後１０時まで  ５，４００円  

全日 午前９時から午後１０時まで  ７，３００円  

２ 午前 午前９時から正午まで ２，３００円  

午後 午後１時から午後５時まで ３，１００円  

夜間 午後６時から午後１０時まで ３，３００円  

午前・午後 午前９時から午後５時まで  ５，４００円  

午後・夜間 午後１時から午後１０時まで  ６，４００円  

全日 午前９時から午後１０時まで  ８，７００円  

附属設備 附属設備ごとに、１，５００円を限度として規則で定める額 

駐車場 普通自動車１台につき駐車時間３０分までごと １５０円 

 備考   



  １  講座・会議室及び体験室の使用を延長する場合（正午から午後１時まで又は午後５時から午後６

時までの時間に限る。）において、当該延長の時間が３０分を超えるときは、次の各号に掲げる講

座・会議室及び体験室の区分に応じ、この表に定める額に当該各号に定める額を加算する。 

⑴  講座・会議室Ａ  １，２３０円 

   ⑵  講座・会議室Ｂ  ８００円 

⑶  体験室１  ６３０円 

   ⑷  体験室２  ７６０円 

２  冷房又は暖房の装置を使用する場合は、この表（講座・会議室及び体験室に限る。）に定める額

（前項の規定の適用がある場合は、同項の規定により算定した額）に１０分の３を乗じて得た額（

当該額に１０円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額）を加算する。 

３  第１項の場合において、附属設備を引き続き延長して使用するときの当該附属設備に係る使用料

は、この表に定める額に１０分の３を乗じて得た額（当該額に１０円未満の端数がある場合は、そ

の端数を切り捨てた額）を加算する。 

４  使用者が入場料その他の料金を徴収する場合及び営業の宣伝その他の営利の目的をもつて使用す

る場合は、この表（駐車場を除く。）に定める額（前３項の規定の適用がある場合は、これらの規

定により算定した額）に１を乗じて得た額を加算する。 

５  「普通自動車」とは、道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号）第２条の表に規定す

る普通自動車をいう。  

別表第３（第３条、第８条、第１５条関係） 



区分 単位 金額 

広場 専用使用 １平方メートル当たり１日 ２０円 

附属設備 附属設備ごとに、３，０００円を限度として規則で定める額 

 備考 

１  単位の端数計算については、次の各号に掲げるところによる。  

   ⑴  使用期間が１日未満のとき、又は使用期間に１日未満の端数が生じたときは、これを１日とみ

なす。  

   ⑵  使用面積が１平方メートル未満のとき、又は使用面積に１平方メートル未満の端数が生じたと

きは、これを１平方メートルとみなす。  

  ２  使用者が次の各号に掲げる者のいずれにも該当しない場合は、この表に定める額に１を乗じて得

た額を加算する。  

⑴  市内に居住する者  

   ⑵  市内に所在する事業所、各種団体等に勤務する者  

⑶  市内に所在する中学校、高等学校、特別支援学校の中学部及び高等部、学校教育法（昭和２２

年法律第２６号）第１条に規定する大学、同法第１２４条に規定する専修学校その他これらに準

ずる施設のうち市長が認めるものに在学する者 

   ⑷  市内に所在する事業所、各種団体等 

  ３  使用者が入場料を徴収する場合は、この表に定める額に２を乗じて得た額を加算する。  

別表第４（第３条、第８条、第１５条関係） 



区分      単位    金額 

業として行う写真撮影（別表第１から別表第３までに

掲げる施設における写真撮影を除く。）  

撮影機（写真機）１台当た

り１日 

１５０円 

業として行う映画撮影及び別表第１から別表第３まで

に掲げる施設において業として行う写真撮影 

１日 ４，５００円 

  備考  単位の端数計算については、使用期間が１日未満のとき、又は使用期間に１日未満の端数が生じ

たときは、これを１日とみなす。 

   



（提案理由）  

 

お茶と宇治のまち歴史公園の設置に伴い、条例を制定するもので

あります。  

 


